
平成１８年１１月２９日 
 

第２回川崎市債投資家懇談会における質問 
 
◎ 質問 

水道事業会計の損益の状況について、平成１３年度の赤字決算、平成１５年度

の黒字決算となった大きな要因である企業団受水費負担の増減理由、及び今後の

見通しについて伺いたい。 
 

◎ 回答 
企業団の受水費については、第３回料金改定により平成５年４月１日から、基

本料金６７円/�、使用料金８円５０銭/�となっています。 
平成１３年度の受水費についても、この料金により受水費を算出しているとこ

ろですが、平成１３年度は、宮ヶ瀬ダムの本格運用により、本市の基本水量がこ

れまでの３７２，０２０�/日から４５８，４２０�/日となり、８６，４００�/
日の増量となっています。これにより、前年度に比較して受水費の負担が約２２

億円の増となったため、単年度資金不足が生じたものです。 
また、平成１５年４月１日からは、第４回料金改定により、基本料金５１円/

�、使用料金１０円/�となり、使用料金は１円５０銭/�の増額となったものの、

基本料金については１６円/ �の引き下げとなったため、前年度に比較して受水

費の負担が約１８億円の減となったため、単年度資金余剰が生じたものです。 
次に、今後の受水費の見通しですが、平成１８年度及び１９年度につきまして

は、財政収支計画期間（平成１５年度～１９年度）における資金収支の見直しに

より、単年度約１２億円の軽減措置が図られています。 
平成２０年度以降につきましては、次期財政収支計画を策定中でありますが、

企業団内部における経営改革等を踏まえ、更なる受水費の負担軽減について、他

の構成団体とともに企業団に対して働きかけることとしております。 
 

以上 



 
第５回市場公募地方債発行団体合同ＩＲ説明会説明資料 
「川崎市の財政状況と経営ビジョン」2006.10.30 14 頁 
 

14川崎市

-1,400 -1,586 -1,648
-1,158

-831 -1,057

436

2,075

850

-1,511

-604

1,253 473
1,608

569

-3,416

-1,793

314

1,210

-762

831

-3,500

-2,500

-1,500

-500

500

1,500

2,500

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17（ 年

（ 百 ･

自 動 車 運 L

工 業 用 水 L

水 道 事

下 水 道 @

病 院 事

収 支

各公営企業会計別当年度純利益（損失）の推移

公営企業会計も改善中

各企業会計の収支も改善傾向へ

【水道事業会計（平成14年度・15年度）の主な改善要因】
人件費の継続的な削減
（平成14年度 4億円／15年度 5億円）
神奈川県内広域水道企業団（一部事務組合）からの
受水費の減（平成15年度 18億円の効果）

【水道事業会計（平成13年度）の主な減少要因】
神奈川県内広域水道企業団（一部事務組合）からの
受水費の増（平成13年度 22億円の負担増）

【病院事業会計の主な改善要因】
診療収益の増
人事給与制度の改革等による
給与費の見直し


